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算定結果（県全体の概要）

区分 項目
令和5年度

（2023年度）
令和6年度

（2024年度）

令和5年度
⇒令和6年度

伸び率

国保事業費
納付金

保険給付費 ① 1,501億円 1,483億円 ▲1.2%

後期高齢者支援金・介護納付金等
②

384億円 377億円 ▲1.8%

支出計 ③（①＋②） 1,885億円 1,860億円 ▲1.3%

公費収入等 ④ 1,327億円 1,308億円 ▲1.4%

保険料

市町村個別の支出 ⑥ 25億円 24億円 ▲4.0%

市町村個別の収入 ⑦ 152億円 147億円 ▲3.3%

被保険者数 ⑨ 369,265人 351,570人 ▲4.8%

※5,562円

1※令和5年度と令和6年度の差額

○標準保険料率は、令和6年3月下旬に公表予定。



令和6年度（2024年度）国民健康保険市町村標準保険料
（1人当たり保険料）の算定結果について
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市町村別１人当たり保険料
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＝

前期高齢者交付金

療養給付費等負担金

県全体の
保険給付費

国・普通調整交付金

県全体の
納付金
総額

－

財政安定化基金（県全体返済分） 等＋

保険者努力支援制度（県分） 等

＜公費等＞

①［国保事業費納付金の算定］

（参考１）国保事業費納付金及び標準保険料の算定の仕組み

（所得割）

（均等割）

（平等割）

各市町村の納付金

Ｃ村

Ａ市

Ｂ町

県全体の納付金総額

被保険者数、所得水準、
医療費水準に応じて
市町村ごとに納付金を按分
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保険者努力支援制度（市町村分）

（Ａ市）

各市町村
の

納付金

特別調整交付金
－

保健事業＋

標準保険
料の
算定に
必要な
保険料
総額

÷
標準的な収納率

（市町村ごと３か年平均）

調整後の標
準保険料の
算定に
必要な

保険料総額

＝

所得割率÷ 所得総額 ＝

均等割額÷ 被保険者総数 ＝

平等割額÷ 世帯総数 ＝

各市町村
（Ａ市）の
標準保険料

⇒市町村ごとに
示す

所得割
賦課総額

平等割
賦課総額

均等割
賦課総額

②［標準保険料の算定］

＝

（参考１）国保事業費納付金及び標準保険料率の算定の仕組み
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（参考２）激変緩和措置について

H28に必要となる保険料

→「激変緩和基準額」

H28実際の保険料

一定割合（自然増+Ｘ）

激変緩和対象

R6に必要となる保

険料（激変緩和後）

R6に必要

となる保

険料（激

変緩和

前）

R6に必要となる保険料（激変緩和前）が、H28に必要となる保険料と比較して、

一定割合（自然増+X）を超えて上がる場合、一定割合まで保険料を引き下げる。

27.6％
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